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プレハブ住宅コーディネーター 
Prefabricated Housing Coordinator 

 
 

２０２４年度 

プレハブ住宅コーディネーター資格 

１回目更新申請案内 

 

販社支社担当者用 

 
 

 

注） 更新の手続きは、原則 １回/年度です。 
 

申請対象者は、資格の有効期間及び注意書きを確認して 
 

更新申込を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレハブ住宅コーディネーター資格１回目更新について 

 

「プレハブ住宅コーディネーター資格更新講習会」は、すでに「プレハブ住宅コーディネータ

ー」として認定され、協会に登録されている有資格者が、その資格を更新するためのものです。 

更新は、資格更新講習会の受講を条件としており、講義の指定時間内に全ての講義動画の視聴と

受講確認の視聴パスワード報告をしていただきます。審査の上、更新を認める者を「プレハブ住

宅コーディネーター」として、再登録いたします。 

 

＜２０２４年度更新Ｗｅｂ講習について＞ 

 

 受講者各自が講義動画を視聴いただくＷｅｂ形式は変わりありませんが、今年度より講習内容

を一部変更いたします。 

①知識補完講義（講義Ⅰ・Ⅱ）の内容をより凝縮します。 

②確認テストは廃止いたします。 

③新たに外部講師による特別講義（業界動向、他社営業手法等）を盛り込み、より知見の幅を広

げていただける内容といたします。 
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申請方法の変更（WEB化）及び更新機会の変更について 

 
２０１９年度の プレハブ住宅コーディネーター（ＰＨＣ）の資格更新講習会より、従来のＷｅｂ及び書面に 

 

よる手続きから、全て『新Ｗｅｂシステム』による申請手続きに変更いたしました。   

       

  下記 URL、または、（一社）プレハブ建築協会ホームページの教育委員会、プレハブ住宅コーディネー

          

 ター資格認定制度企業専用ページからログインして、手続きをお願いいたします。  

        

  ログインには、企業ＩＤ及びパスワードが必要になります。企業ＩＤ及びパスワードは、本協会が会員企

          

 業窓口担当者をＷｅｂに登録することで発行されます。まだ、登録がお済でない会員会社や企業ＩＤ・パス

          

 ワードをお忘れの場合等、ご不明な点がございましたなら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

            

  また、２０１９年度より、新規資格取得者の初回有効期限に限り、従来の５年から６年に有効期限を延長い 

 

たしました。これに伴い、救済措置として 1回目の資格更新講習会の受講機会も資格取得日から４年目ま 

 

たは、５年目の２回の更新機会だったものが、２０１９年度より６年目を増やし、更新機会を３回に変更いた 

 

しております。 

 

詳細につきましては、『ＰＨＣ新Ｗｅｂ受講申請システム操作マニュアル』（ログイン後のヘルプページ）を

          

 ご覧ください。          

          
企業専用ページ ログイン：https://phc-purekyo.jp/admin/login 

        

 

 

 

 

 

 

 

「受講対象者事前登録」の段階で、受講対象者のメールアドレスが登録されておりませんと「受講申請を  

 

開始」した際に、受講対象者に申請開始のメールが配信されず、受講申請が出来ない状態になってしまい 

 

ます。 

 

会員企業担当者（販社支社担当者）におかれましては、「受講対象者事前登録」の段階で、受講対象者 

 

のメールアドレスの登録の漏れが無いように、登録の確認をお願いいたします。 

 

※メールアドレスの登録方法は、販社支社用マニュアル P2 をご参照ください。 
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２０２４年度プレハブ住宅コーディネーター資格１回目更新申請については、以下の通り

といたします。 

  

 

＜申請資格について＞  
更新対象者は次の通りとします。 

 

（１）第49回資格認定講習会合格者で有効期間が2023年12月31日に切れる有資格者 

注）上記の受講対象者は、既に有効期間が過ぎておりますが、2019年度より救済措置として申請が 

可能となりました。 

 

（２）第50回資格認定講習会合格者で有効期間が2026年3月31日に切れる有資格者 

 

（３）第51回資格認定講習会合格者で有効期間が2027年3月31日に切れる有資格者 

 

＜申込みについて＞ 
１．申込受付期限 

  ２０２４年（令和６年）６月１７日（月） 

  

２．申込みの手続きについて 

 Ｗｅｂシステムによるご案内、申込み等を行っております。 

更新対象者の申請手続きは「1回目更新講習会 申請開始のご案内」メールに記載のＵＲＬ・ＩＤ・パスワ

ードで、マイページへログイン後、Ｗｅｂシステム上で申込みをお願いします。尚、ログイン後のヘルプ

ページから操作マニュアルがご覧頂けます。  

  更新申請が完了すると、事前に登録された会社メールアドレスまたは、携帯メールアドレス（任意）宛に

「更新申請完了のお知らせ」が届きます。  

 
【重要】 

「1回目更新講習会 申請開始のご案内」メールに記載の『2024年度プレハブ住宅コーディネーター資格

「１回目更新」Ｗｅｂ開催の概要』をダウンロードして必ずお読みください。本ご案内を補足する講習会

の情報、使用機器に係る事前の準備等について記載しております。 

 

  会員企業・販社支社用：https://phc-purekyo.jp/admin/login 
  申請者用      ：https://phc-purekyo.jp/login 

 

  

<Ｗｅｂシステムのフロー> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑦ 協会⇒受講者に1回目更新 更新申請受付のお知らせメールが届く 

 

 

 

 

 

 

①更新対象者事前登

録メール 
②更新対象者事前登

録メール 

⑥Ｗｅｂ 

⑤更新申請開始

案内メール 

③更新申請開始

案内メール 
④更新申請開始

案内メール 

協会 
会員

企業 

販社

支社 
申請者 

更新申請登録 
所属等変更・更新 
顔写真ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 
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３．申請料 

 受講者１人あたり１３，２００円（登録料含む）を徴収いたします。 

再受講者は、１１，０００円（登録料含む）を徴収いたします。 

  申請締め切りの後に請求書を発行いたします。 

 

４．プレハブ住宅コーディネーター教育テキスト 

初回資格取得時から約５年が経過しておりますので、各種制度のその後の更新内容を確認していただく為

のテキストとしてご活用ください。 

（更新講習会申請の方には６月１８日より教育テキスト第１６版を順次発送いたします。再受講者の方は

前回お送りした教育テキストをご利用ください） 

      

 ５．受講（講義動画の視聴）について 

６月２７日に「1回目更新受講開始の案内メール」が送信されます。予約した受講日時（以下６項参照）

に、案内メールに記載のＵＲＬ・ＩＤ・パスワードで、マイページにログインし、下記の講義動画を視聴

してください。  

 

＜講義動画の視聴＞ 

① 講義Ⅰ：プレハブ建築協会について              学習時間目安：２０分 

② 講義Ⅱ：住宅業界を取り巻く環境について           学習時間目安：４０分 

③ 外部講師による特別講義：業界動向、他社営業手法等      学習時間目安：５５分 

   

  ＜視聴パスワードの送信＞ 

①②③の動画視聴中に画面上に受講確認の視聴パスワードが表示されます。表示順にパスワードをメモ

してください。 

全ての講義動画の視聴が完了したら、受講確認の視聴パスワード報告をして下さい。 

※パスワードの誤入力は「失格」になりますのでご注意ください。 

 

  ＜受講アンケートの記入、送信＞ 

   視聴パスワード報告後、アンケートを記入して送信してください。 

 

６．講義動画の受講期間について 

   ２０２４年（令和６年）７月２日（火）～７月９日（火） ※土日を除く6日間 

   受講には事前予約が必要となります。 

申込みの手続き時に以下 12 の講義枠より希望の日時を選択して下さい。 

① 7/2(火) AM ② 7/2(火) PM 

③ 7/3(水) AM ④ 7/3(水) PM 

⑤ 7/4(木) AM ⑥ 7/4(木) PM 

⑦ 7/5(金) AM ⑧ 7/5(金) PM 

⑨ 7/8(月) AM ⑩ 7/8(月) PM 

⑪ 7/9(火) AM ⑫ 7/9(火) PM 

注：講義の指定時間は各回、AM は 10:00-12:00、PMは 13:00-15:00 です。 

7/6(土)、7/7(日)の講習はありません。 

 

＜認定証の交付について＞ 
  

今年度より認定証につきましては、従来の認定証カード発行方式から認定証データ付与に変更となります。

更新の資格認定審査の結果をマイページにてお知らせいたしますので、合格者はマイページ内にある「認

定証」ボタンをクリックして認定証データをダウンロードしてください。 

お手持ちのPC（タブレット等）に保存して、有資格者であることをお客様にご提示ください。 

 

 

  ７．お問合せ先 

   ご不明な点につきましては、会員企業窓口ご担当者様にお問い合わせください。 

以上 


